
【保険外負担に関する事項】 

新潟県基幹病院事業の設置等に関する条例施行規則 

別表（第２条関係） 

１ 選定療養費 

(1) 初診時 

ア 医科               ７，７００円 

イ 歯科               ５，５００円 

 (2) 再診時 

ア 医科               ３，３００円 

イ 歯科               ２，０９０円 

２ 180日を超える入院に係る特別入院料 １日につき 保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等（平成 18年９月厚生

労働省告示第 498号）第 10号に規定する通算対象入院料の基本点数に 100分の 15を乗じて得た点数により算出した額に 1.1を乗

じて得た額（10円未満の端数があるときはこれを、これを四捨五入して得た額)   入院１日につき  ２，７８０円 

３ 入院室料差額 

(1) 特別Ｓ室                  １日につき   １２，１００円 

(2) 特別Ａ室                  １日につき  ７，７００円 

(3) 特別Ｂ室                  １日につき   ６，６００円 

(4) 特別Ｃ室                  １日につき  ５，５００円 

４ 受託検査料及び受託エックス線撮影料 健康保険法の規定による算定方法により算定した額（以下「点数表により算定した額」

という｡)に 1.1 を乗じて得た額（10 円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額) ただし、エックス線撮影に使用し

たフィルムは、病院における購入価格に 1.1を乗じて得た額（10円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。 

５ 新生児管理保育料               １日につき １０，０００円 

６ 文書料 

(1) 診断書及び証明書 

ア 普通のもの                １件につき  ２，２００円 

イ 複雑なもの（ウ以外で難しい内容のもの）      １件につき  ４，４００円 

ウ 特殊なもの（恩給診断、年金診断及び自動車損害賠償保障法（昭和30年法律第97号）に係るもの等保険給付のあるもの）   

          １件につき  ７，７００円 

(2) 死亡診断書及び死体検案書 

ア 普通のもの（医師法施行規則（昭和23年厚生省令第47号）に定めるもの等一般的なもの） 

       １件につき  ３，８５０円 

イ 特殊なもの（生命保険用等特別なもの）      １件につき  ６，６００円 

(3) 労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）に基づく診断書及び証明書 

厚生労働大臣が定める労災診療費算定基準による額 

(4) エックス線複写フィルム 

ア 半切                   １枚につき    ７８０円 

イ 大角                   １枚につき    ６５０円 

ウ 大四ツ切                 １枚につき    ５１０円 

エ 四ツ切                  １枚につき    ４００円 

オ 六ツ切                  １枚につき    ２８０円 

カ Ｂ４                   １枚につき       ６５０円 

キ 光ディスク                １枚につき  １，３１０円 

(5) 診察券再発行料                １枚につき    １１０円 

７ セカンドオピニオン料             １件につき   １１，０００円 

８ 医師面談料 

(1) 保険法（平成 20 年法律第 56 号）その他の法律に定める保険給付のために必要な調査を行う者と面談する場合          

           １回につき  ５，５００円 

(2) その他の場合                 １回につき  ３，３００円 

９ 健康診断料 

(1) 普通健康診断料               １人につき  ３，２００円 

（乳幼児にあっては、４，０３０円） 

(2) エックス線撮影及び診断並びに各種検査 点数表により算定した額に1.1を乗じて得た額（10円未満の端数があるときは、 

これを四捨五入して得た額) 

(3) 特殊健康診断料 

ア 妊婦検診料及び産後検診料         １人につき  ５，０００円 

イ 乳児検診料                １人につき  ３，３００円 



ウ 先天性代謝異常検査料           １人につき  ３，５００円 

オ 妊産婦超音波検査料            １回につき  １，５９０円 

ただし、医学的知見に基づき、超音波検査以外の検査、診断等を併せて行った場合は、当該検査、診断等について点数表によ

り算定した額に 1.1を乗じて得た額（10円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を加算する。 

10 予防接種料 １件につき ２８０円に、使用薬剤の購入価格に 1.1 を乗じて得た額を加えた額（10 円未満の端数があるときは、

これを四捨五入して得た額) ただし、予防接種法（昭和 23年法律第 68号）に基づく予防接種の場合は、病院長は２割（新潟県の

広域的個別予防接種として別に定める料金が２割を超える場合は、当該料金）を限度として料金を増減することができる。 

11 分べん取扱料 

(1) 単胎分べん料                １件につき   ２００，０００円 

(2) 多胎分べん料 

ア 第１児              ２００，０００円 

イ 第２児以下                １児につき   １１５，０００円 

(3) 時間外加算料 

ア 休日又はこれに準ずる日 

(ｱ) 単胎分べんの場合        １件につき ３０，０００円 

（土曜日の午前６時から午後10時までにあっては、２０，０００円） 

(ｲ) 多胎分べんの場合 

ａ 第１児              ３０，０００円 

（土曜日の午前６時から午後10時までにあっては、２０，０００円） 

ｂ 第２児以下              １児につき １５，０００円 

（土曜日の午前６時から午後10時までにあっては、１０，０００円） 

イ 休日又はこれに準ずる日以外の日の午前６時から午前８時30分まで及び午後５時15分から午後10時まで 

(ｱ) 単胎分べんの場合            １件につき ２０，０００円 

(ｲ) 多胎分べんの場合 

ａ 第１児             ２０，０００円 

ｂ 第２児以下              １児につき １０，０００円 

ウ 休日又はこれに準ずる日以外の日の午前零時から午前６時まで及び午後10時から午前零時まで 

(ｱ) 単胎分べんの場合            １件につき ３０，０００円 

(ｲ) 多胎分べんの場合 

ａ 第１児             ３０，０００円 

ｂ 第２児以下              １児につき    １５，０００円 

(4) 帝王切開に伴う分べん取扱料 

ア 第１児              １３０，０００円 

イ 第２児以下                １児につき   ８０，０００円 

12 胎盤処理料                 １件につき ３，２００円の範囲内で、別に定める額 

13 褥婦処置料                   １日につき  ３，０００円 

14 外来乳房マッサージ料             １回につき  ２，０００円 

15 新生児保健指導料               １件につき  １，５００円 

16 避妊処置料 

(1) リング又はウイング 

ア 挿入又は交換               １回につき ３８，５００円 

 ただし、麻酔を行った場合は、１１，０００円を加算する。 

イ 抜去                   １回につき  ６，６００円 

 ただし、麻酔を行った場合は、１１，０００円を加算する。 

(2) 経口避妊薬((3)を除く｡)           １か月分   ３，３００円 

(3) 低用量経口避妊薬              １か月分   ２，２００円 

17 人工妊娠中絶手術料 

(1) 妊娠満12週までのもの            １件につき  １１０，０００円 

(2) 妊娠満13週から妊娠満22週未満のもの       １件につき  ２２０，０００円 

(3) 頸
けい

管拡張用使用材料 １回につき 病院における購入価格に1.1を乗じて得た額（10円未満の端数があるときは、これを四捨五

入して得た額） 

18 婦人避妊手術料                １件につき  １３２，０００円 

19 死体検案料                  １体につき   １１，０００円 

 ただし、検案のため現地へ赴いた場合は、健康保険法の規定による算定方法により算定した往診料相当分に 1.1を乗じて得た額 

（10円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額）を加算する。 

20 死後処置料                  １件につき  ５，５００円 



 ただし、浴衣を提供した場合は、浴衣の購入価格に 1.1を乗じて得た額（10円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得

た額)を加算する。 

21 歯科料金        ※歯科領域の諸料金については、受付窓口にお問い合わせください。 

22 治療用装具料           病院における購入価格 

23 丸山ワクチン注射料              １回につき    ２８０円 

24 電話使用料 通信事業者の定める料金を基準とする額 

25 往診用自動車使用料 往診等に使用した自動車の走行メーターを基準として次に掲げる額を合算した額に 1.1を乗じて得た額 

（10円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額）ただし、有料道路を通行した場合は、その実費を往診用自動車使用

料に加算する。 

(1) ２キロメートルまでの利用 ７０円 

(2) ２キロメートルを超えた利用 500メートル又はその端数を増すごとに２０円 

26 病衣使用料 １日につき ７０円に 1.1を乗じて得た額（10円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額） 

27 選択メニュー提供料                     １食につき     ２０円 

28 特別選択食提供料（分べんのため入院した者に、分べん後その希望により提供する食事に係る提供料) 

            １食につき  １，０００円 

29 患者家族控室利用料（個室に係る利用料に限る｡)     １室１泊につき  １，０５０円 

30 薬価基準未収載薬剤料 

(1) 厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養（平成18年９月厚生労働省告示第495号）第１条第４号に該当する場合 医薬品

の購入価格（10円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額） 

(2) その他の場合 医薬品の購入価格に1.1を乗じて得た額（10円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額） 

31 薬価基準収載薬剤の承認外投与に係る薬剤料 使用薬剤の薬価（薬価基準)(平成 20年３月厚生労働省告示第 60号）に定める額

（10円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額） 

32 ＨＬＡ検査料 

(1) 献腎（死体腎）移植を希望する患者が、公益社団法人日本臓器移植ネットワークへ移植希望登録を行うために実施する場合 

            １件につき １１，０００円 

(2) その他 

ア ＨＬＡ－Ａ、Ｂ（血清対応型タイピング）      １件につき  ６，２４０円 

イ ＨＬＡ－ＤＲ（血清対応型タイピング）       １件につき  ６，２４０円 

ウ ＨＬＡ－Ａ（ＤＮＡタイピング）          １件につき ２８，６００円 

エ ＨＬＡ－Ｂ（ＤＮＡタイピング）          １件につき ２８，６００円 

オ ＨＬＡ－Ｃ（ＤＮＡタイピング）          １件につき ２８，６００円 

カ ＨＬＡ－ＤＰＢ１（ＤＮＡタイピング）       １件につき ２２，０００円 

キ ＨＬＡ－ＤＲＢ１（ＤＮＡタイピング）       １件につき ２８，６００円 

ク ＨＬＡ－ＤＱＡ１（ＤＮＡタイピング）       １件につき １４，３００円 

ケ ＨＬＡ－ＤＱＢ１（ＤＮＡタイピング）       １件につき ２２，０００円 

33 医科点数表及び歯科点数表に規定する回数を超えて行う診療料 点数表により算定した額に 1.1を乗じて得た額（10円未満の端

数があるときは、これを四捨五入して得た額） 

34 鑑定入院料 裁判所が決定する方法で算定した額 

35 先進医療に係る診療料 厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準（平成 20年３月厚生労働省告示第 129号）に基づき、厚生

労働大臣、地方厚生局長又は地方厚生支局長に届け出た先進医療に係る費用の額 

36 外来妊産婦保健指導料                    １件につき  ５，１００円 

37 ペプシノゲン検査料              ４，６６０円 

38 郵送料 患家等への処方箋及び薬剤の郵送に要した費用に 1.1を乗じて得た額（10円未満の端数があるときは、これを四捨五入

して得た額） 

39 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等（平成 18 年厚生労働省告示第 107 号）第１の

１の３に規定する先発医薬品の処方等に係る薬剤料 

  療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等第１の１の３に定める額に 1.1を乗じて得た額

（10円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額） 

40 遺伝カウンセリング 

(1) 初回  

ア 実施時間が１時間までの場合             ６，４００円 

イ 実施時間が１時間を超える場合、６，４００円に１時間を超える３０分までごとに１，６００円を加算した額 

(2) ２回目以降 

ア 実施時間が１時間までの場合             ４，０００円 

イ 実施時間が１時間を超える場合、４，０００円に１時間を超える３０分までごとに１，６００円を加算した額 

41 母体血清マーカー検査料（クアトロテスト）      １検体につき １７，０５０円 



42 出生前染色体検査料 

(1) 染色体分析 

ア 羊水染色体分析              ８３，６５０円 

イ 胎盤・絨毛染色体分析（ＣＶＳ）           ８３，８２０円 

(2) FISH付羊水染色体検査              ９９，５５０円 

43 流死産胎児組織染色体検査料             ７０，４００円 

44 新生児聴力検査（ＡＡＢＲ）             １件につき  ８，５００円 

45 睡眠時無呼吸治療装置製作 

ア ソムノデント                       １６１，０４０円 

イ ソムノデント・フレックス－エラスティックリテンション付          １６７，６４０円 

ウ ソムノデント・アヴァント                                 １６８，３００円 

エ ソムノデント修理料（保証外）                                ３２，３４０円 

オ 修理部品 使用材料の購入価格に 1.1 を乗じて得た額(10 円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額) 

46 診療情報提供に係る料金 

ア 診療録の複写料（白黒）       用紙 1枚につき      １０円 

イ 診療録の複写料（カラー）      用紙 1枚につき      ５０円 

ウ 画像等の診療記録の複写料      光ディスク１枚につき  １，３１０円 

エ 開示請求手数料        １件につき   ２，２００円 

ただし、用紙への複写は日本工業規格 A３判を最大とし、A３判を超える大きさのものにあっては、A３判に分割した場合の枚数に

換算し、用紙の両面に複写したものは、２枚に換算する。また、外部委託により写し等の作成を行う場合は、当該外部委託に係る

費用の額とする。 

47 子宮頸管塾化剤（プロウペス膣用剤 10mg）投与    １個につき  ２６，４１０円 

48 産後ケアに係る利用料は、産後ケア事業を実施する市町村との委託契約に基づき、次のアからエのうち、対象となる額を合算し、

市町村が負担する利用者への助成額を控除した額。 

ア 宿泊型（ショートステイ）      １日につき  ４０，０００円 

イ 日帰り型（デイサービス）      １日につき  １５，０００円 

ウ 児の人数が２人以上の場合は、２人目以降は 1人につき宿泊型 20,000円、日帰り型 7,500円を加算する。 

エ 支援の必要性の高い利用者に係る加算の額を加算する。 

※詳細は、窓口でご確認ください。 

49 希少性疾患スクリーニング検査料             １人につき  ６，３００円 

50 外国人患者の診療等に関する料金 日本国籍を有さず、かつ、日本国内で有効な公的健康保険を有しない患者に対する診療にあ

っては、健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）の規定による療養に要する費用の額の算定方法並びに入院時食事療養費に係る食

事療養に要する費用の額の算定に関する基準及び入院時生活療養費に係る生活療養に要する費用の額の算定に関する基準により算

定した額に 2.0 を乗じて得た額の合計額（ただし、消費税法の規定により消費税が課される診療等の料金については、その額に

1.1 を乗じて得た額）（10 円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額） 

51 外国語診断書                                    １件につき    ８,８００円 

52 床頭台設備等使用料                                 １日につき      ５００円 

 

 

令和 7年 12月 

病院長 


